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平成２９年度第１回鎌ケ谷市学区審議会議事録 

 

１ 開催日時 

   平成２９年１０月１７日（火）午前１０時００分～午前１１時００分 

 

２ 開催場所 

   総合福祉保健センター４階会議室 

 

３ 議題 

（１）会長の選出 

（２）副会長の選出 

（３）報告事項 

   ア 学校選択制について 

   イ 平成２９年度及び平成３０年度の学級編制状況について 

   ウ 児童生徒数及び学級数の今後の推移について 

   エ 市内の開発行為について 

   オ 鎌ケ谷小学校の通学区域変更後の状況等について 

 

４ 出席者 

  （委員）  小島邦夫会長、松尾博副会長、江川堯委員、岩井喜和子委員、

鈴木吉久委員  以上５名 

 

  （事務局） 山﨑正史生涯学習部部長、笠井真利子生涯学習部参事（事）

次長、小川宏宜生涯学習部副参事、山田圭子生涯学習部副参

事（事）学校教育課長、鈴木知子学校教育課主幹（兼）管理

主事、澤田裕介学校教育課副主幹（兼）管理主事、市村昌子

学務保健室長、滝口明宏学務保健室主任主事  以上８名 

                              

５ 傍聴者 

   ０人 

 

６ 会議の公開及び会議録の開示について 

   審議の結果、鎌ケ谷市における審議会等の会議の公開に関する指針に基

づき、会議を公開し、会議議事録を公開することとした。 
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７ 会議録署名人の指名 

鈴木委員、江川委員を指名した。 

 

８ 主な内容・発言の趣旨 

 

学区審議会委員の一斉改選後、はじめての会議であることから、会長選出

までの進行を事務局で進め、会長と副会長を選出した後、報告事項の説明と

した。 

 

〇会長 

それでは、報告事項ア学校選択制について事務局に報告を求めます。 

 

○事務局（資料「学校選択制の概要」）  

学校選択制については、鎌ケ谷小学校と五本松小学校、平成２９年度から鎌

ケ谷中学校を除く市内小学校７校と中学校４校で実施しているところです。 

  対象は、平成２９年１０月３１日現在鎌ケ谷市に住所があり、平成３０年

度に小学校又は中学校に入学予定の児童生徒となります。 

  新入学児童については、９月下旬に発送した就学時健康診断の通知と併せ

てパンフレットを送付し、小学校６年生については、各学校経由でパンフレ

ットの配布をしております。なお、市広報の１０月１日号にも学校選択制の

お知らせを掲載いたしました。 

  各学校の受入れ枠の人数については、原則１学級分ということで、小学校、

中学校ともに３５名と考えておりますが、教室数の関係で、受入れ人数を調

整する場合もございます。希望者が多く、抽選を行う学校があった場合は、

１１月１８日に抽選会を実施し、結果の通知については１２月上旬頃の発送

を予定しております。 

 

○会長 

ただいま事務局からの報告について、ご質問等ございますか。 

 

《質問等なし》 

 

○会長 

  報告事項イ平成２９年度及び平成３０年度の学級編制状況について事務局

に報告を求めます。 
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○事務局（資料１ページ） 

まず五本松小学校を例に見てみると、平成２９年５月１日現在の児童数は、

普通学級の合計が６６１名で、特別支援学級の児童を合わせると全校児童数は

６７０名となります。 

平成３０年度の児童数は、普通学級の合計が６６６名で、特別支援学級の児

童を合わせると全校児童数は６７２名となり、平成２９年度に比べ、全体で２

名増えると見込んでおります。 

  次に五本松小学校の学級数についてですが、平成２９年度の現２年生の弾

力が緑色になっております。これは標準３学級であるが、弾力学級により４

学級で開いたことを意味しております。一方、平成２９年度の現３年生の弾

力学級はピンク色になっております。これは本来、弾力学級で４学級を開く

ことができましたが、教室の不足により４学級を開くことができない状況で

した。鎌ケ谷中学校の１年生も同様となります。 

平成３０年度の五本松小学校の標準学級は１学級減りますが、弾力学級が３

学年あり、結果として１学級増えることが見込まれております。なお、五本松

小学校は平成３０年４月より普通教室が４つ、特別教室が２つ増設されるた

め、１学級増える見込みですが、対応できる状況です。 

  参考までに鎌ケ谷小学校を見てみると、平成３０年度の新１年生は２２０名

となっておりますが、学校選択制等を加味すると、例年中部小学校へ４０名程

度移動しております。したがって、２２０名から４０名を引くと１８０名程度

となり、６学級になることが予想されます。 

また、中部小学校は８２名に４０名を足すと１２２名となり、４学級となる

ことが予想されます。 

さらに、平成３０年度は北部小学校に情緒学級、第四中学校及び第五中学校

に知的学級を新設する方向で現在千葉県に要望を出しているところですが、確

定ではございません。 

 

 ※標準学級：小学１年生３５名、小学２年生から中学３年生までは４０名で 

学級を編制する国の基準。 

  弾力学級：小学２年生と中学１年生は３５名、小学３年生から小学６年生

と中学２年生、中学３年生は３８名で学級を編制する千葉県の

基準。 

 

○会長 

ただいま事務局からの報告について、ご質問等ございますか。 
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○委員 

  五本松小学校は平成３０年度に学級数が増えていますが、対応可能ですか。 

 

○事務局 

平成２９年度は２２学級分しか普通教室が無く、３年生を弾力学級で４学級

にしてしまうと、１学級分足りなくなってしまいます。しかし、平成３０年度

は普通教室４、特別教室２の校舎増設を予定しており、２６学級分の普通教室

を確保できることから、２３学級であれば、弾力学級で対応することが可能と

なります。 

 

○会長 

  報告事項ウ児童生徒数及び学級数の今後の推移について事務局に報告を求

めます。 

 

○事務局（資料２ページから６ページ） 

  平成３１年度以降の児童生徒数と学級数について、現段階の住基データで

予測可能な範囲で説明いたします。 

  市全体としては、平成３４、５年度までは微増傾向で、ここをピークに減

少に転じてくると予想しております。 

  各学校の普通教室数を見ると、余裕があるように見えますが、現在特別教

室として使用している教室を、普通学級用に工事した場合の数も含まれるの

で、そのような改修工事を行うことで、ピーク時も乗り切れるだろうと考え

ております。 

  ただ、児童生徒がより良い教育環境で学習するためには、少人数指導の充

実も不可欠であり、特別支援学級の新設など地域や保護者からの多様なニー

ズに応えるための教室も必要となってきます。 

今後、ピーク時を過ぎれば、児童生徒数も減少傾向になると考えられること

から、改修工事で安易に普通教室を増やすのではなく、国や県の動向も注視し、

教室数の確保については慎重に対応していかなければなりません。 

 

○会長 

ただいま事務局からの報告について、ご質問等ございますか。 

 

《質問等なし》 
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○会長 

  報告事項エ市内の開発行為について事務局に報告を求めます。 

 

○事務局（資料７ページから１０ページ） 

 平成２８年１１月から平成２９年９月までで、専用住宅や共同住宅など、児

童生徒数に直接関係してくるものを２０件記載しております。 

  この中で、Ｎｏ７とＮｏ１８については、鎌ケ谷小学校・鎌ケ谷中学校が

該当学区となり、専用住宅が９戸と共同住宅の中で２ＬＤＫの間取りが６戸

あることから、ファミリー世帯の入居が予想されるため、児童生徒数の増加

が見込まれます。 

  また、Ｎｏ９とＮｏ１３については、規模の大きな開発となりますが、該

当学区はいずれも北部小学校・第三中学校であり、ある程度まとまった児童

生徒数の増加が予想されるものの、今のところ教室数の不足が生じることは

ないと見込んでおります。 

 

○会長 

ただいま事務局からの報告について、ご質問等ございますか。 

 

○会長 

  市内で大規模な共同住宅の開発はありませんか。 

 

○事務局 

  平成２７年度に申請のあったくぬぎ山のマンション（５５戸）以降は、児

童生徒数に関わってくる大規模な共同住宅の開発行為はございません。 

 

○会長 

  最後に、報告事項オ鎌ケ谷小学校の通学区域変更後の状況等について事務

局に報告を求めます。 

 

○事務局 

平成２９年７月１日に、鎌ケ谷小学校を中心とした通学区域の変更をいたし

ました。通学区域の変更にあたっては、地域コミュニティを考慮し、できるだ

け、自治会の境と通学区域の境を合わせました。さらに、教育的配慮として、

同じ小学校で過ごした仲間と同じ中学校へ進学できるよう、中学校の学区につ

いても併せて変更を行いました。 

また、通学区域の変更に伴う移行措置として、通学区域を変更した地域に、
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変更前から居住し、鎌ケ谷小学校に在籍している児童については、卒業まで鎌

ケ谷小学校に在籍できることとしていることから、平成３０年度に小学校入学

を予定している児童で、入学時に、兄・姉が鎌ケ谷小学校に在籍している場合

は、同様に鎌ケ谷小学校に通えることとし、現在、希望する保護者からの手続

きを随時行っているところです。 

 

○事務局（資料「学区変更に伴う通学路の安全対策」） 

続きまして、鎌ケ谷小学校から西部小学校へ変更した地域の通学路について

は、①から③の箇所で安全対策を行いました。①は入道台の交差点付近では、

約５０メートルの柵を設置しました。②は第三中学校入口から入道溜の交差点

までは、柵や視覚的に注意を促すためグリーンのカラー舗装を設置しました。

また、入道溜の交差点には巻き込み防止等のため、信号の待避場所に車止めを

設置しております。③は、押ボタン信号部に横断用のカラー舗装を設置し、そ

の先のおおぞら保育園の裏を抜けて西部小学校に向かうため、国道４６４号線

の約４０メートルにグリーンのカラー舗装を設置しました。 

次に、鎌ケ谷小学校から東部小学校へ変更した地域の通学路については、④

から⑨の箇所で安全対策を行いました。④は、ジャペルのＴ字路に横断用のカ

ラー舗装を設置しました。⑤から⑧は、「学童注意」の看板を設置しておりま

す。⑨も、巻き込み防止等のため、車止めを設置しました。 

  今後も、今回実施した箇所を含め、学校等から要望があれば、優先的に安

全対策を検討してまいります。 

 

○事務局 

  補足説明になりますが、通学区域の変更に伴っては、通学路のハード面だ

けではなく、教育面の安全指導も徹底して行ってまいります。 

 

○会長 

  平成２９年７月１日以降学区が変更になって、何かご意見等は受けていま

すか。 

 

○事務局 

ご相談を個別に受けているケースはございます。 

 

○会長 

  以上で議事を終了いたします。 
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９ 会議録署名人の署名 

  以上、会議の経過を掲載し、相違ないことを証するため次に署名する。     

 

 

   平成２９年１２月４日 

 

 

                氏 名 鈴木 吉久         

 

 氏 名  江川 堯           


